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①裁量と不確定概念～最判平 11.7.19【百選Ⅰ76】 

１ 問題となる条文の要件の呈示と、その要件裁量を認定（この論証の大枠が裁量権

の逸脱濫用となることが確定） 

法は，タクシー事業を含む一般旅客自動車運送事業につき，９条１項において，

一般旅客自動車運送事業者は，運賃を定め，又はこれを変更しようとするときは，

運輸大臣の認可を受けなければならないとし，同条２項において，その認可基準を

定めている。そして，法９条２項１号は，運賃の設定及び変更の認可基準の一とし

て、「能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むもので

あること」を定めている。その趣旨は，一般旅客自動車運送事業の有する公共性な

いし公益性にかんがみ，安定した事業経営の確立を図るとともに，利用者に対する

サービスの低下を防止することを目的としたものと解する。この趣旨にかんがみる

と，運賃の値上げを内容とする運賃変更の認可申請がされた場合において，変更に

係る運賃の額が能率的な経営の下における適正な原価を償うことができないとき

は，たとえ値上げにより一定の利潤を得ることができるとしても，同号の基準に適

合しないものと解すべきである。そして，同号の基準は抽象的，概括的なものであ

り，上記基準に適合するか否かは，行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断

を必要とし，ある程度の裁量的要素があることを否定することはできない。 

２ 法９条２項１号の基準に適合するか否かの具体的判断基準（以下、本件基準とい

う）の認定 

ところで，本件申請がされた当時，タクシー事業の運賃変更の認可について，「一

般乗用旅客自動車運送事業の運賃改定要否の検討基準及び運賃原価算定基準につい

て」（以下，本件通達という）が定められており，各地方運輸局においては，本件通

達に定められた方式に従った事務処理が行われていた。その概要は，地方運輸局長

は，同一運賃を適用する事業区域を定め，当該区域の事業者の中から不適当な者を

除外して標準能率事業者を選定し，さらに，標準能率事業者の中からその実績加重

平均収支率が標準能率事業者のそれを下回らないように原価計算対象事業者を選定

し，右事業者について本件通達別紙（２）の「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃

原価算定基準」（以下「運賃原価算定基準」という。）に従って適正利潤を含む運賃

原価を人件費等の原価要素の分類に従って算定した上，その平均値を基に運賃の値

上げ率を算定する（この算定方式を「平均原価方式」という。），というものであ

る。 

３ 本件基準自体の合理性 

本件通達の定める運賃原価算定基準に示された原価計算の方法は，法９条２項１

号の基準に適合するか否かの具体的判断基準として合理性を有するといえる。そし

て，タクシー事業は運賃原価を構成する要素がほぼ共通と考えられる上，その中で

も人件費が原価の相当部分を占めるものであり，また，同じ地域では賃金水準や一

般物価水準といった経済情勢はほぼ同じであると考えられるから，当該同一地域内

では，同号にいう「能率的な経営の下における適正な原価」は各事業者にとってほ

ぼ同じようなものになると考えられる。したがって，平均原価方式に従って算定さ

れた額をもって当該同一地域内のタクシー事業者に対する運賃の設定又は変更の認


